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（
条
例
第
四
九
号
）

１　

引
用
条
項
及
び
引
用
語
句
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
九
条

関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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（
条
例
第
五
十
号
）

１　

警
務
部
の
所
掌
事
務
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）
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２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
	


�
�

�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
五
一
号
）

１　

少
年
自
然
の
家
の
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料
金
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

佐
賀
県
少
年
自
然
の
家
使
用
料
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

４　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
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�
�
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（
条
例
第
五
二
号
）

１　

市
村
記
念
体
育
館
ほ
か
二
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料
金
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

市
村
記
念
体
育
館
使
用
料
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

４　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
（
条
例
第
五
三
号
）

１　

知
的
障
害
児
に
対
し
て
施
設
支
援
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
知
的
障
害
児
に
係
る
相
談
及
び

指
導
並
び
に
療
育
指
導
者
の
養
成
を
実
施
し
、
本
県
に
お
け
る
知
的
障
害
児
の
福
祉
の
増

進
に
供
す
る
た
め
、
佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２　

セ
ン
タ
ー
は
、
佐
賀
市
に
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

３　

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
指
定
施
設
支
援
又
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
使

用
料
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

４　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
し
た
。

５　

佐
賀
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
料
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

６　

佐
賀
県
児
童
福
祉
施
設
条
例
及
び
佐
賀
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
に
つ
い
て
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
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�
�
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�
�
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�
（
条
例
第
五
四
号
）

１　

こ
の
条
例
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
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県
立
病
院
好
生
館
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
組
織
及
び
委
員
そ
の
他

の
職
員
そ
の
他
委
員
会
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２　

委
員
会
は
、
委
員
七
人
以
内
で
組
織
し
、
そ
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３　

委
員
会
に
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

４　

委
員
会
に
委
員
長
を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関
係
）

５　

委
員
会
の
会
議
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
関
係
）

６　

委
員
会
の
庶
務
は
、
佐
賀
県
健
康
福
祉
本
部
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

七
条
関
係
）

７　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
�
�
�
（
条
例
第
五
五
号
）

１　

佐
賀
県
地
域
産
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料

金
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

�
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�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
五
六

号
）

１　

こ
の
条
例
は
、
中
小
企
業
者
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
、
中
小
企
業
者
に
対
す

る
融
資
に
係
る
佐
賀
県
信
用
保
証
協
会
（
以
下
「
保
証
協
会
」
と
い
う
。）
が
行
う
求
償
権

の
放
棄
等
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
地
域
経
済
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２　

知
事
は
、
保
証
協
会
か
ら
求
償
権
の
放
棄
等
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
計
画
の
い
ず
れ
か
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
地

域
経
済
の
振
興
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第

三
条
関
係
）

�　

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
の

支
援
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
再
生
に
関
す
る
計
画

�　

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
出
資
を
行
っ
た
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
支
援
を
受
け
て
策
定
さ

れ
た
再
生
に
関
す
る
計
画

�　

金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
特
定
協
定
銀
行
で
あ
る
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
の
支
援
を
受
け
て
策
定

さ
れ
た
再
生
に
関
す
る
計
画　

３　

知
事
は
、
求
償
権
の
放
棄
等
を
承
認
し
た
と
き
は
、
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

４　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
五
七
号
）

１　

佐
賀
県
射
撃
研
修
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料
金
を

納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

�
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�
�
�
�
�
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�

�
�
�
�
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�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
（
条
例
第
五
八
号
）

１　

土
地
改
良
法
及
び
土
地
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
佐
賀
県
営
土
地
改
良
事

業
分
担
金
等
条
例
及
び
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行

う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

３　

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

佐
賀
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

��

��
�

�
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�
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�
	


�

佐
賀
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

�
�
�
�
�
�
�
�
	



佐
賀
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康
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改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

佐
賀
県
少
年
自
然
の
家
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

佐
賀
県
少
年
自
然
の
家
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
村
記
念
体
育
館
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日
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佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

市
村
記
念
体
育
館
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前



�� ��� ��� �������� � � � � ����������� ��

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前



�� ��� ��� �������� � � � � ����������� ��

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

　

佐
賀
県
療
育
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
を
こ
こ
に
公
布
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